
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

財政部　財産管理活用課

本館前東側駐車場の目的外使用許可

地方自治法

第２３８条の４第７項

（電話　６２１－５０５２）

１　使用許可の範囲

　　本館前東側駐車場の用途又は目的を妨げないと認められる場合で、次の各号の

　一に該当するときは使用を許可することができる。

　⑴　本市の事務事業に関係する団体が、本市関係部署と共催または後援承認を受

　　けて使用するとき。

　⑵　国又は他の地方公共団体その他公共的団体が、公用もしくは公共用または公

　　益事業の用に供するときで本市関係部署の承認を受けて使用するとき。

　⑶　公益上必要と認められるとき。

　⑷　災害その他の緊急事態の発生により応急施設として使用するとき。

　⑸　その他市長が特別の事由があると認めるとき。

２　使用許可の手続き

　　使用許可を受けようとする者は、駐車場使用願に必要事項を記入し、市長に

　提出しなければならない。ただし、１の⑴から⑵に該当する場合は、その使用

　目的に関係する事務事業を行う所管の長の副申を必要とするものとする。

　　緊急を要する場合など、特に市長が認めたときは申請書等の提出を省略する

　ことができる。

　

設定等年月日 平成２４年　８月　１日設定（平成３０年　７月　３日最終変更）

標準処理期間 総日数　　　　　１５日（休日を除く・休日を含む）

（設定しない
ものについて
はその理由）

設定等年月日 平成２４年　８月　１日設定（平成　　年　　月　　日最終変更）
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